
道路斜線制限に係る建築物の後退距離の算定について 

 

○ 建築物の後退距離の算定 

・ 地盤面と道路に高低差がある場合 

 

 

 

 

 

・ 堀込車庫がある場合 
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擁壁天端を避けて設置される

高さが 1.2 メートル以内で、そ

の構造が網目状その他これら
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落下防止のために施す、フェンス等で上図のような場合の 

法第 56 条第 2項で定める後退距離は S1とする 

一の敷地に、二の建築物が存する上図のような場合の 

法第 56 条第 2項で定める後退距離は S1とする 


